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平成 31 年度税制改正大綱 

個人所得課税（金融・証券）編 

 

 

◆金融庁要望の「NISA 恒久化」は持越し 

 平成 31 年度の税制改正大綱では、消費増

税への対応に比重がかけられたため、金融・

証券税制の分野については、脇に置かれた

感があります。金融庁が要望していた「NISA

制度の恒久化」「金融所得課税の一体化」な

どは実現に至りませんでした。 

 それでも、①NISA の利便性向上（海外赴任

時の継続利用・利用開始年齢の引下げ他）、

②投資信託等の内外の二重課税の調整措置、

③レポ取引に係る利子の非課税措置の延長、

④マイナンバーに関する所要の措置などが改

正される予定です。 

 

◆NISA 口座保有者が出国した場合の特例 

 NISA（一般 NISA・つみたて NISA・ジュニア

NISA）は、国内居住者の少額投資を非課税と

する制度としてスタートしたため、居住者が海

外転勤等により一時的に出国する場合には、

NISA 口座で保有している金融商品は一般口

座（課税口座）に払い出されていました。また、

帰国後においても、一般口座に一旦払い出さ

れた金融商品を NISA 口座に戻すことはでき

ませんでした。 

 そこで、次の手続きを行った出国者につい

ては、国内居住者とみなして NISA 口座を

長 5 年間にわたり、継続利用できることとしまし

た。 

（一時的な出国による場合の特例） 

◎継続適用届出書の提出：出国日の前日ま

でに取扱金融機関に転任の命令その他やむ

を得ない事由により出国する旨等を記載した継続届

出書を提出 

◎帰国届出書の提出：取扱金融機関に帰国した年

月日、非課税口座に再び上場株式等を受け入れる

旨を記載した帰国届出書を提出 

 なお、出国から帰国まで NISA 口座の保有はできま

すが、この間（ 大 5 年間）、新規買い付けはできま

せん。また、その出国につき「所得税の国外転出時

課税」を受ける場合には、適用を受けることはできま

せん。 

 

◆NISA 利用開始年齢の引下げ・利便向上施策 

 民法の成年年齢が引き下げられることに伴い、

NISA の口座開設が可能な年齢も 20 歳から 18 歳に

引き下げられることになりました｡平成 35 年 1 月 1 日

以後の口座開設より適用されます（経過措置あり）｡ 

 大綱には､その他にもロールオーバー移管依頼書

の手続きの簡素化､一般NISAとつみたてNISAの切り

替え手続きの簡素化など利便向上の施策が盛り込ま

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 
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